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  ―　介護サービスを実施する全国8,809 事業所（ 栃木 106 事業所）における状況　―

　は全国の数値、 　は の数値（参考値）

Ⅰ　雇用管理の状況 （　）内は前年度数値

１　1年間（2020年10月1日から2021年9月30日まで）の採用率・離職率（訪問介護員、介護職員、サービス提供責任者）

･･･３職種計の採用率14.8％（16.0％）、離職率14.1％（14.9％）
（％） （％）

1
年
未
満
の
者

1
年
以
上

3
年
未
満
の
者

3
年
以
上
の
者

1
年
未
満
の
者

1
年
以
上

3
年
未
満
の
者

3
年
以
上
の
者

14.8 14.1 0.7 35.0 23.7 41.3 10.1 11.5 -1.3 26.1 29.1 44.8

13.7 13.5 0.3 32.6 24.3 43.1 9.1 10.8 -1.7 21.2 26.5 52.2

17.3 15.5 1.8 39.7 22.6 37.6 12.8 13.1 -0.3 36.5 34.6 28.8

15.2 14.3 0.9 35.6 23.9 40.5 10.2 11.6 -1.4 26.1 29.1 44.8

14.2 13.7 0.5 33.3 24.5 42.2 9.2 11.0 -1.9 21.2 26.5 52.2

17.5 15.6 1.9 40.0 22.8 37.3 12.9 13.2 -0.3 36.5 34.6 28.8

14.2 13.6 0.6 33.1 21.1 45.8 6.0 9.9 -3.9 17.4 26.1 56.5

7.1 10.1 -3.0 18.2 18.9 62.9 4.5 - 4.5 - - -

15.7 14.6 1.1 36.7 25.2 38.1 11.0 12.0 -0.9 27.5 29.6 43.0

(注1)　2職種計の回答事業所数については、訪問介護員、介護職員の両者に回答があってもひとつの事業所数とカウントするので、 職種別の項目の合計と

一致しない。（3職種計も同様）

(注2)　採用率、離職率等の計算式は、12ページの「1 調査で使用された主な用語の定義（4）」を参照。

２　65歳以上の労働者の有無、主な職種

･･･65歳以上の労働者がいる事業所は、68.0％（72.6％）

（％）

訪
問
介
護
員

サ
ー

ビ
ス
提
供
責
任
者

介
護
職
員

看
護
職
員

生
活
相
談
員

P
T
・
O
T
・
S
T
等

介
護
支
援
専
門
員

そ
の
他

8,742 68.0 34.1 7.7 45.2 29.8 4.4 1.6 13.2 28.7 30.6

2,841 62.5 81.5 16.4 9.4 11.7 1.4 0.4 9.0 8.6 36.3

1,190 83.9 12.2 3.6 67.5 45.1 3.4 2.4 9.3 60.9 13.9

2,733 71.1 15.0 4.4 59.7 44.3 9.3 2.8 7.7 35.7 27.6

886 82.1 6.2 2.2 82.1 27.0 1.9 1.1 15.3 25.3 16.7

768 40.1 17.5 3.6 3.9 3.6 1.0 - 78.9 11.0 58.7

106 65.1 20.3 4.3 55.1 44.9 5.8      - 5.8 42.0 32.1

主な職種

栃木支所

■　事業所における介護労働実態調査　■

介護職員　 4,463

栃木

訪問介護員　

サービス提供責任者

46

栃木

居宅介護支援

採
用
率

73

46

離職者の勤続年数
増
加
率

5,813無期雇用職員

（訪問介護員／介護職員／サービス提供責任者）

就
業
形

態
別

無期雇用職員

3,576

有期雇用職員

２
職
種
計

（訪問介護員／介護職員） 6,426 80

就
業
形

態
別

回
答
事
業
所
数

採
用
率

離
職
率

回
答
事
業
所
数

6,470

6,012

3,607

３
職
種
計

離職者の勤続年数

67

2,659

2,139 *11

80

75

増
加
率

離
職
率

回
答
事
業
所
数

6
5
歳
以
上
の
労
働
者
は
い
な
い

*20

有期雇用職員

職種別

全体

居住系

施設系（通所型）

施設系（入所型）

訪問系

6
5
歳
以
上
の
労
働
者
が
い
る

（公財）介護労働安定センター

令和３年度 介護労働実態調査結果 都道府県版
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３　従業員の過不足状況とその理由について

（１）過不足の状況
･･･全体では不足感（大いに不足＋不足＋やや不足）が63.0％（60.8％）、「適当」が36.6％（38.6％）　

（％） （％）
 

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

(

①
＋
②
＋
③

)

①
大
い
に
不
足

②
不
足

③
や
や
不
足

④
適
当

⑤
過
剰

不
足
感

(

①
＋
②
＋
③

)

全体でみた場合 8.5 21.5 33.0 36.6 0.4 63.0 1.2 18.1 33.7 47.0      - 53.0

訪問介護員 25.1 29.4 26.1 18.9 0.5 80.6 18.2 31.8 36.4 13.6      - 86.4

サービス提供責任者 5.7 12.1 15.8 65.2 1.3 33.6 6.3 6.3 37.5 50.0      - 50.1

介護職員 10.2 21.2 33.0 34.6 1.0 64.4 5.7 17.1 37.1 40.0      - 59.9

看護職員 6.1 14.3 24.3 53.4 1.9 44.7 4.6 6.2 20.0 66.2 3.1 30.8

生活相談員 1.7 5.7 14.6 77.2 0.8 22.0      - 1.8 14.5 83.6      - 16.3

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等 2.7 7.6 19.9 68.1 1.7 30.2 5.6 5.6 11.1 77.8      - 22.3

介護支援専門員 4.5 10.1 18.3 66.5 0.7 32.9 2.0 6.1 14.3 77.6      - 22.4

４　介護サービスを運営する上での問題点　(複数回答、最大３つまで)

　 ･･･「良質な人材の確保が難しい」が49.8％（53.2％）
（％）

良
質
な
人
材
の
確
保
が
難
し
い

今
の
介
護
報
酬
で
は
、

人
材
の
確
保
・
定
着
の

た
め
に
十
分
な
賃
金
を
払
え
な
い

指
定
介
護
サ
ー

ビ
ス
提
供
に
関
す
る
書
類
作
成

が
煩
雑
で
、

時
間
に
追
わ
れ
て
い
る

経
営
（

収
支
）

が
苦
し
く
、

労
働
条
件
や
労
働

環
境
改
善
を
し
た
く
て
も
出
来
な
い

教
育
・
研
修
の
時
間
が
十
分
に
取
れ
な
い

新
規
利
用
者
の
確
保
が
難
し
い

介
護
従
事
者
の
介
護
業
務
に
関
す
る
知
識
や
技

術
が
不
足
し
て
い
る

介
護
従
事
者
の
介
護
業
務
に
臨
む
意
欲
や
姿
勢

に
問
題
が
あ
る

管
理
者
の
指
導
・
管
理
能
力
が
不
足
し
て
い
る

経
営
者
・
管
理
者
と
職
員
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
不
足
し
て
い
る

介
護
従
事
者
間
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
不

足
し
て
い
る

特
に
問
題
は
な
い

利
用
者
や
利
用
者
の
家
族
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
に

対
す
る
理
解
が
不
足
し
て
い
る

介
護
保
険
の
改
正
等
に
つ
い
て
の
的
確
な
情
報

や
説
明
が
得
ら
れ
な
い

雇
用
管
理
等
に
つ
い
て
の
情
報
や
指
導
が
不
足

し
て
い
る

そ
の
他

49.8 39.3 28.1 25.7 27.8 25.5 10.6 6.3 7.0 4.4 4.7 4.8 3.6 3.7 2.9 1.8

53.8 38.7 31.1 19.8 25.5 24.5 15.1 6.6 4.7 3.8 0.9 4.7 2.8 6.6 0.9 0.9

５　早期離職防止や定着促進のための方策（複数回答）

･･･「本人の希望に応じた勤務体制にする等の労働条件の改善に取り組んでいる」が66.6％（64.8％）
（％）

本
人
の
希
望
に
応
じ
た
勤
務
体
制
に
す
る
等
の
労
働

条
件
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る

残
業
を
少
な
く
す
る
、

有
給
休
暇
を
取
り
や
す
く
す

る
等
の
労
働
条
件
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る

職
場
内
の
仕
事
上
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
の
円
滑

化
を
図
っ

て
い
る
（

定
期
的
な
ミ
ー

テ
ィ

ン
グ
、

意

見
交
換
会
、

チ
ー

ム
ケ
ア
等
）

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
評
価
し
、

賃
金
な
ど
の
処
遇
に

反
映
し
て
い
る

賃
金
水
準
を
向
上
さ
せ
て
い
る

業
務
改
善
や
効
率
化
等
に
よ
る
働
き
や
す
い
職
場
作

り
に
力
を
入
れ
て
い
る

悩
み
、

不
満
、

不
安
な
ど
の
相
談
窓
口
を
設
け
て
い

る
（

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
を
含
む
）

仕
事
内
容
の
希
望
を
聞
い
て
配
置
し
て
い
る

キ
ャ

リ
ア
に
応
じ
た
給
与
体
系
を
整
備
し
て
い
る

健
康
対
策
や
健
康
管
理
に
力
を
入
れ
て
い
る

経
営
者
・
管
理
者
と
従
業
員
が
経
営
方
針
、

ケ
ア
方

針
を
共
有
す
る
機
会
を
設
け
て
い
る

能
力
開
発
を
充
実
さ
せ
て
い
る
（

社
内
研
修
実
施
、

社
外
講
習
等
の
受
講
・
支
援
等
）

職
場
環
境
を
整
え
て
い
る
（

休
憩
室
、

談
話
室
、

出

社
時
に
座
れ
る
席
の
確
保
等
）

新
人
の
指
導
担
当
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

を
置
い
て
い
る

福
利
厚
生
を
充
実
さ
せ
、

職
場
内
の
交
流
を
深
め
て

い
る
（

カ
ラ
オ
ケ
、

ボ
ー

リ
ン
グ
な
ど
の
同
好
会
、

親
睦
会
等
の
実
施
を
含
む
）

職
員
の
仕
事
内
容
と
必
要
な
能
力
等
を
明
示
し
て
い

る 管
理
者
・
リ
ー

ダ
ー

層
の
部
下
育
成
や
動
機
付
け
能

力
向
上
に
向
け
た
教
育
研
修
に
力
を
入
れ
て
い
る

介
護
ロ
ボ
ッ

ト
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
の
導
入
に
よ
る
働
き
や

す
い
職
場
作
り
に
力
を
入
れ
て
い
る

子
育
て
支
援
を
行
っ

て
い
る
（

子
供
預
か
り
所
を
設

け
る
、

保
育
費
用
支
援
等
）

66.6 62.1 51.3 36.8 31.3 35.1 31.5 34.6 29.9 30.7 28.1 23.6 21.0 21.4 11.3 17.1 13.3 11.3 9.2

70.5 59.1 54.2 36.3 32.6 34.1 31.4 41.2 27.6 31.6 25.9 21.8 21.3 17.9 11.0 16.3 11.8 9.3 7.7

66.0 72.0 49.1 42.9 40.2 42.6 44.9 33.6 41.9 34.5 31.3 38.3 27.0 38.2 16.2 19.4 21.2 27.5 18.1

70.0 68.1 54.5 38.4 31.5 36.6 30.3 32.8 30.9 31.5 31.1 21.5 21.4 20.2 11.4 18.7 12.6 8.5 8.7

75.1 70.4 58.1 44.1 32.1 42.1 37.2 36.0 38.0 33.7 36.2 31.5 22.1 27.8 9.6 20.5 18.3 11.9 10.2

34.1 33.7 27.9 16.4 13.3 16.8 10.9 14.8 10.0 16.4 12.5 9.2 9.6 6.5 7.7 7.3 4.4 5.9 3.0

70.8 69.8 49.1 34.9 24.5 32.1 27.4 27.4 29.2 28.3 31.1 33.0 17.0 32.1 7.5 13.2 18.9 12.3 9.4栃木

居住系

居宅介護支援

886

768

2,733

1,875

3,068

8,742

全体

106

8,742

回
答
事
業
所
数

2,841

8,742

8,742

回
答
事
業
所
数

全　体

栃木

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

83

*22

55

*18

49

7,039

2,800

*16

70

65

2,247

4,625

4,175

2,835

8,742

8,742

8,742

8,742

回
答
事
業
所
数

1,190

訪問系

106

当
該
職
種
の
い
る

事
業
所
数

8,742

施設系（入所型）

施設系（通所型）

8,742

(注）PT･OT･ST等 : PT（理学療法士）、OT（作業療法士）、ST（言語聴覚士）等の機能訓練指導員、以下同じ。
(注)「＊」印があるデータは、サンプル数（回答数）が少なく参考値の位置付け。
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（注）「その他」、「特に方策はとっていない」は省略。　
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６　人材育成の取り組みのための方策　（複数回答）
･･･「教育・研修計画を立てている」が56.3％（57.6％）

（％）

教
育
・
研
修
計
画
を
立
て
て
い
る

採
用
時
の
教
育
・
研
修
を
充
実
さ
せ
て
い
る

職
員
に
後
輩
の
育
成
経
験
を
持
た
せ
て
い
る

教
育
・
研
修
の
責
任
者
（

兼
任
を
含
む
）

も
し
く
は
担

当
部
署
を
決
め
て
い
る

能
力
の
向
上
が
認
め
ら
れ
た
者
は
、

配
置
や
処
遇
に
反

映
し
て
い
る

自
治
体
や
、

業
界
団
体
が
主
催
す
る
教
育
・
研
修
に
は

積
極
的
に
参
加
さ
せ
て
い
る

法
人
全
体
（

関
係
会
社
を
含
む
）

で
連
携
し
て
育
成
に

取
り
組
ん
で
い
る

地
域
の
同
業
他
社
と
協
力
、

ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
て
育

成
に
取
り
組
ん
で
い
る

い
ず
れ
も
行
っ

て
い
な
い

そ
の
他

56.3 31.5 35.1 34.1 30.9 26.1 26.3 5.9 6.0 1.0

65.1 34.9 38.7 35.8 32.1 28.3 31.1 4.7 6.6      -

７　介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の対応

介護職員処遇改善加算の算定及び対応状況 介護職員等特定処遇改善加算の算定及び対応状況

･･･算定事業所の対応は ･･･算定事業所の対応は

　　「諸手当の導入・引き上げ」が61.4％（61.6％） 　　「職員全体の処遇改善」が34.5％（38.5％）
（％） （％）

諸
手
当
の
導
入
・
引
き
上
げ

一
時
金
の
支
給

基
本
給
の
引
き
上
げ

そ
の
他

職
員
全
体
の
処
遇
改
善

経
験
・
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
の
処
遇

改
善

介
護
職
員
全
体
の
処
遇
改
善

14.2 8.6 74.9 61.4 55.4 35.7 3.6 33.7 65.4 34.5 32.6 32.2

12.3 1.9 84.0 62.9 56.2 21.3 2.2 23.6 76.4 42.6 29.4 27.9

８　外国籍労働者の受け入れについて

（２）外国籍労働者を新たに活用する予定

「技能実習生」が2.6％ 「技能実習生」が50.2％（54.9％）
（％） （％）

Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
受
け
入
れ

在
留
資
格
「

介
護
」

技
能
実
習
生

在
留
資
格
「

特
定
技
能
1
号
」

留
学
生

Ｅ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
受
け
入
れ

在
留
資
格
「

介
護
」

技
能
実
習
生

在
留
資
格
「

特
定
技
能
1
号
」

留
学
生

8,742 6.2 0.7 2.0 2.6 1.6 1.3 87.9 8,742 11.7 15.5 41.0 50.2 39.5 14.6 82.2

106 6.6 1.9 0.9 4.7      -      - 87.7 106 13.2 7.1 28.6 57.1 28.6 21.4 81.1

受け入れ方法 新
た
に
必
要
は
な
い

対
象
外
の
事
業
所
で
あ
る

…回答事業所のうち

全体

算
定
し
た

回
答
事
業
所
数

回
答
事
業
所
数

算
定
し
た

6,545

受
け
入
れ
て
い
る

…新たに活用する予定がある事業所のうち

算
定
し
て
い
な
い

106

8,742

算
定
し
な
い

(１)外国籍労働者の受け入れ状況

全体

栃木

全体

栃木106

8,742

89

回
答
事
業
所
数

栃木

受
け
入
れ
て
い
な
い

全体

新
た
に
活
用
す
る
予
定
が
あ
る

回
答
事
業
所
数

栃木

受け入れ方法

栃木

回
答
事
業
所
数

全体
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（％）

利
用
者
等
と
の
意
思
疎
通
に
お
い
て
不
安
が
あ
る

労
働
力
の
確
保
が
で
き
る

生
活
、

習
慣
等
の
違
い
に
戸
惑
い
が
あ
る

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン
が
と
り
に
く
い

で
き
る
仕
事
に
限
り
が
あ
る
（

介
護
記
録
、

電
話

等
）

事
業
所
の
ル
ー

ル
が
理
解
で
き
て
い
る
か
不
安

業
務
が
軽
減
さ
れ
る

職
場
に
活
気
が
で
る
（

活
気
が
で
る
と
思
う
）

業
務
の
見
直
し
が
で
き
る

利
用
者
が
喜
ん
で
い
る
（

喜
ぶ
と
思
う
）

特
に
気
に
な
る
こ
と
は
な
い

そ
の
他

59.1 53.0 48.2 45.7 42.8 36.2 17.9 19.0 10.4 8.4 8.5 2.6

63.2 52.8 49.1 41.5 45.3 42.5 11.3 25.5 10.4 12.3 7.5 0.9

Ⅱ　労働者の個別状況(個別調査結果) 

8,742事業所で介護労働に従事する者74,802人の状況。（注）労働者：事業所管理者（施設長）を除く。

（注）他の職種は省略。

（％）

介
護
福
祉
士

介
護
職
員
初
任
者
研
修

（
注
1

）

実
務
者
研
修

社
会
福
祉
士

そ
の
他
の
資
格

無
資
格

49.9 34.4 8.2 0.7 9.1 8.6

44.1 49.2 8.5 0.3 8.3 0.6

51.8 26.2 7.8 0.9 9.1 14.0

79.1 20.0 12.5 2.4 17.0 0.4

52.0 28.8 7.2 1.4 9.2 8.3

(注1）介護職員初任者研修（介護職員基礎研修、ホームヘルバー1級・2級を含む）

45.7

5,798 52.7

2,704

995 48.3

…「利用者等との意志疎通において不安がある」が59.1％(64.7%)

50.0

11,307

642

52,450

労
働
者
個
別
人
数

訪問介護員 19,252

(３)外国籍労働者の働きに対する印象（複数回答）

栃木

回
答
事
業
所
数

全体

サービス提供責任者

介護職員

8,742

サービス提供責任者 1,855

介護職員 31,343

31,343 47.3

訪問介護員

全　体 74,802

労働者
個別人数

（人）

平均年齢
（歳）

49.8

106

１　平均年齢
　　･･･全体50.0歳（49.4歳）、訪問介護員54.4歳（54.1歳）、介護職員47.3歳（46.6歳）

看護職員

生活相談員または支援相談員

２　保有資格　（複数回答）
　　･･･介護福祉士49.9％（50.4％）、介護職員初任者研修34.4％（34.6％）

51.9

介護支援専門員

栃木

全体

1,855

19,252

栃木

54.4

5
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３　所定内賃金

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

平
均
賃
金

（
円
／
日

）

平
均
賃
金

（
円
／
時
間

）

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

平
均
賃
金

（
円
／
日

）

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

936 10,560 1,231 598    *6 7,745 241      

463 10,457 1,225 522    *2 7,489 141      

449 10,670 1,235 47      *4 7,873 91       

223 11,239 1,319 52      *1 7,200 39       

*9 *9224 1,221 *15      -          - *1

496 9,830 1,031 294    *5 7,854 131      

143 11,597 1,490 98           -          - 60       

30 10,618 1,328 73           -          -      -

*10 *9015 1,124 39           -          - *5

*8 *10030 1,334 58      -           -      -

４　賞与　

・・・労働者（月給の者、無期雇用職員）：「賞与あり」が72.8％（78.2％）、平均額が605,212円（626,094円）

・・・事業所管理者（施設長）：「賞与あり」が 58.6％（61.0％）、平均額が 818,485円（866,872円）

賞
与
あ
り

(

％

)

賞
与
な
し

(

％

)

71.5 9.2

72.8 8.7

63.1 14.0

73.5 5.3

58.6 20.8

61.3 24.2

Ⅲ　法人・事業所の概況

１　法人格（経営主体）･･･民間企業が58.8％（57.5％）
（％）

民
間
企
業

社
会
福
祉
法
人

医
療
法
人

Ｎ
Ｐ
Ｏ

(

特
定
非
営
利
活
動

法
人

)

社
会
福
祉
協
議
会

社
団
法
人
・
財
団
法
人

協
同
組
合

(

農
協
・
生
協

)

地
方
自
治
体

(

市
区
町
村

、

広
域
連
合
を
含
む

)

そ
の
他

58.8 15.4 10.2 4.6 4.2 2.3 1.4 1.0 1.4

69.2 4.0 7.8 5.1 3.6 4.1 1.7 1.6 2.1

8.5 64.0 21.3 0.1 2.4 1.0 0.5 1.6 0.5

63.6 10.5 9.0 5.9 5.8 1.1 1.7 0.4 1.1

65.6 14.2 11.2 4.7 1.0 0.8 0.6 - 1.2

72.0 4.0 5.3 4.3 6.9 2.9 1.2 0.9 1.6

1,138                

213,098          

268,302          

全　体 

平
均
賞
与
（

円
）

590,699

401

961                  

平
均
賃
金

（
円
／
時
間

）

1,112                

平
均
賃
金

（
円
／
月

）

354,763            -

237,344          

1,308                

日給の者

11,723

222,756 9,616

9,118

242,273

224,603          

224,126

227,446          

時間給の者 日給の者

67259,904

216,481

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

施設系（入所型）

居住系

居宅介護支援 768

886

介護職員 16,899

923,697

サービス提供責任者

6,032

･･･労働者（月給の者、無期雇用職員）：244,969円（243,135円）
･･･事業所管理者（施設長）：370,087円（382,036円）

労
働
者
個
別

人
数

（
人

）

平
均
賃
金

（
円
／
月

）

270,995          

有期雇用職員

33,758 244,969 10,578

3,371

238,830          

240,685          

1,470

419,978

483

3,209

2,386

労
働
者
個
別
人
数

（

賞
与
あ
り
）

30,350

26,803

818,485

38

55

36,826

3,781

8,809

2,862

1,190

2,733

訪問系

657

施設系（通所型）

栃木

回
答
事
業
所
数

栃木

257,498

労
働
者
個
別
人
数

無期雇用職員

有期雇用職員

全　体 42,430

事業所管理者（施設長） 4,957

(注）他の職種は省略。
(注)「＊」印があるデータは、サンプル数（回答数）が少なく（30未満）参考値の位置付け。
(注)労働者：事業所管理者（施設長）を除く。

370,087

賞与の有無

生活相談員 2,171 154

630,778

事業所管理者（施設長）

605,212

62

5,474

月給の者 月給の者

5,737

訪問介護員

23,279

無期雇用職員

時間給の者

1,306                

960                  

1,087                

         -

1,141                

260,333          

全　体

看護職員

介護支援専門員

3,651

264,577

38,759

282,249

4,474

7



45.3 25.5 13.2 8.5 2.8 0.9 2.8      -      -

２　実施している介護サービスの種類（複数回答）

･･･訪問介護33.6％（35.4％）、居宅介護支援33.4％（34.7％）、通所介護22.6％（24.7％）
（％）

訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

訪
問
看
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
老
人
福
祉
施
設

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
老
人
保
健
施
設

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ

ョ
ン

短
期
入
所
療
養
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

2,959 2,944 1,987 1,386 1,217 843 884 690 458 331 291 328 252 258 286

33.6 33.4 22.6 15.7 13.8 9.6 10.0 7.8 5.2 3.8 3.3 3.7 2.9 2.9 3.2

22 40 43 12 7 25 8 13 11 4 7 2 5 4 4

20.8 37.7 40.6 11.3 6.6 23.6 7.5 12.3 10.4 3.8 6.6 1.9 4.7 3.8 3.8

（注１）介護給付サービスのうち、回答事業所数上位のみ掲載。

（注２）予防給付の全てのサービスは省略。

（注）「＊」印があるデータは、サンプル数（回答数）が少なく参考値の位置付け。

全体

栃木

栃木

8,809

106

回
答
事
業
所
数

100.0

106

100.0

8



Ⅰ　回答労働者の基本属性

（％） （％）

（注）ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等：ＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）等の機能訓練指導員

Ⅱ　労働者の状況

１　現在の仕事の満足度（満足＋やや満足）

･･･「仕事の内容・やりがい」が 53.6％（53.7％）
（％）

仕
事
の
内
容
・
や
り
が
い

職
場
の
人
間
関
係
、

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

職
場
の
環
境

雇
用
の
安
定
性

労
働
時
間
・
休
日
等
の
労
働
条
件

勤
務
体
制

福
利
厚
生

職
業
生
活
全
体

人
事
評
価
・
処
遇
の
あ
り
方

キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
の
機
会

賃
金

教
育
訓
練
・
能
力
開
発
の
あ
り
方

53.6 48.4 41.5 40.9 38.2 32.4 28.5 28.0 24.6 23.8 23.4 19.8

54.0 49.2 42.3 42.6 38.5 32.7 29.9 29.1 25.5 25.5 24.6 20.6

52.5 46.6 39.4 36.8 37.6 31.8 25.4 25.5 22.6 19.2 20.7 17.7

54.3 47.5 44.9 41.0 39.6 34.5 33.1 30.5 27.0 25.2 20.5 23.0

２　勤務先に関する希望

･･･「今の勤務先で働き続けたい」が61.2％（60.2％）
（％）

今
の
勤
務
先
で
働
き
続
け
た
い

介
護
関
係
の
別
の
勤
務
先
で
働
き
た
い

介
護
・
医
療
・
福
祉
関
係
以
外
の
別
の

勤
務
先
で
働
き
た
い

医
療
関
係
の
別
の
勤
務
先
で
働
き
た
い

介
護
以
外
の
福
祉
関
係
の
別
の
勤
務
先

で
働
き
た
い

わ
か
ら
な
い

働
き
た
く
な
い

61.2 6.2 3.4 1.9 1.5 21.9 2.6

61.0 6.2 3.5 2.0 1.6 22.1 2.5

62.0 6.2 3.0 1.7 1.3 21.6 2.8

63.3 5.0 4.0 1.8 1.8 21.2 1.8

69.4

看護職員

介護職員

介護支援専門員

PT・OT・ST等

2.6 2.1

■　介護労働者の就業実態と就業意識調査　■

47.6485

8.4

3.0 1.3

無期雇用職員 有期雇用職員

雇用形態

71.8 26.1

14.0 19.7

11.5 8.9

13.6 14.7

36.6 40.6

278

30.7

16.22,162

59.9 45.5

回答数

74.5

47.7

49.2

2,040

訪問介護員

平均年齢
（歳）

性別

45.8

8.6

7,517 68.4

53.3

サービス提供責任者

19,925

男 女

69.7

19,925

2,764

504

無期雇用職員

5,198有期雇用職員

有期雇用職員 5,198

56.7

14,306

278

21.2

12.6

全　体

 

18.8

無期雇用職員

栃木

全  体

回
答
数

全  体

栃木

19,925

回
答
数

14,306

23.3

29.1

栃木 278

61.4その他

37.7

77.7

･･･男性19.8％（20.9％）、女性71.1％（72.3％）、平均年齢47.7歳（47.5歳）

50.73,097

19.8 71.1

74.1 24.5

7.7 4.4

82.8 47.5

37.2

11.0

46.2

生活相談員 1,356

9



３　有給休暇の取得状況

…平均取得（消化）日数は7.3日(7.2日）

（１）新規付与日数（全体、職種別）
（％）

0
日

1
～

4
日

5
～

9
日

1
0
日
～

1
2
日

1
3
～

1
5
日

1
6
日
～

1
9
日

2
0
日

平
均
新
規
付
与
日

数
（

日
）

6.2 1.8 6.9 22.6 6.7 5.0 25.3 14.3

9.5 2.2 8.1 20.3 6.2 4.6 18.2 13.4

4.3 0.9 4.2 20.3 5.6 5.8 33.2 15.5

6.5 2.7 7.9 25.6 6.5 4.4 23.5 13.7

5.1 1.6 8.0 22.8 7.3 5.0 23.9 14.0

3.8 1.7 4.4 22.3 7.2 6.6 32.4 15.2

8.7 1.9 5.0 20.7 5.9 4.4 30.3 15.0

6.2 1.2 5.4 31.0 8.3 7.5 26.0 14.3

7.4 1.2 6.6 26.8 5.6 4.7 25.6 14.2

6.5 3.2 6.1 22.3 6.1 6.1 24.5 14.2

（２）取得（消化）日数及び平均取得（消化）日数、取得率（全体、職種別）
（％）

0
日

1
～

4
日

5
～

9
日

1
0
日
～

1
2
日

1
3
～

1
5
日

1
6
日
～

1
9
日

2
0
日

2
1
日
以
上

平
均
取
得

(

消
化

)

日
数

(

日

)

平
均
取
得

(

消
化

)

率

(

％

)

7.4 17.7 39.8 18.0 5.7 3.0 4.0 0.8 7.3 51.1

10.3 19.4 35.8 15.6 5.6 3.4 4.4 0.7 7.1 52.3

7.8 16.9 38.0 19.4 5.2 4.1 4.3 0.7 7.5 48.1

6.9 18.5 36.8 19.8 6.6 3.4 4.0 0.9 7.6 55.2

6.3 17.7 43.0 17.6 4.8 2.4 3.7 0.9 7.2 51.2

6.1 15.5 41.0 19.1 7.6 2.1 4.2 0.4 7.6 49.3

8.6 16.8 36.9 18.6 6.6 3.3 4.5 0.6 7.5 49.4

5.0 18.3 44.0 17.8 5.8 4.8 3.0 1.0 7.6 52.9

10.2 18.7 40.6 15.8 6.1 2.3 2.0 0.9 6.8 47.4

4.2 16.3 38.4 23.2 3.7 3.2 6.8 0.5 8.2 57.0

４　働く上での悩み、不安、不満等について（複数回答）

･･･「人手が足りない」が52.3％（52.0％）
（％）

人
手
が
足
り
な
い

仕
事
内
容
の
わ
り
に
賃
金
が
低
い

身
体
的
負
担
が
大
き
い
（

腰
痛
や
体
力
に

不
安
が
あ
る
）

有
給
休
暇
が
取
り
に
く
い

業
務
に
対
す
る
社
会
的
評
価
が
低
い

精
神
的
に
き
つ
い

休
憩
が
取
り
に
く
い

健
康
面
（

感
染
症
、

怪
我
）

の
不
安
が
あ

る 夜
間
や
深
夜
時
間
帯
に
何
か
起
き
る
の
で

は
な
い
か
と
不
安
が
あ
る

福
祉
機
器
の
不
足
、

機
器
操
作
の
不
慣

れ
、

施
設
の
構
造
に
不
安
が
あ
る

労
働
条
件
・
仕
事
の
負
担
に
つ
い
て
特
に

悩
み
、

不
安
、

不
満
等
は
感
じ
て
い
な
い

労
働
時
間
が
不
規
則
で
あ
る

労
働
時
間
が
長
い

職
務
と
し
て
行
う
医
的
な
行
為
に
不
安
が

あ
る

雇
用
が
不
安
定
で
あ
る

不
払
い
残
業
が
あ
る
・
多
い

仕
事
中
の
怪
我
な
ど
へ
の
補
償
が
な
い

無
期
雇
用
職
員
に
な
れ
な
い

そ
の
他

52.3 38.3 30.0 25.6 25.4 24.7 21.1 28.1 15.1 10.1 10.4 9.3 7.8 9.0 5.6 4.7 3.9 1.1 3.3

51.3 31.5 28.6 25.8 24.2 21.4 20.9 29.1 12.5 4.4 11.1 10.5 7.8 7.5 5.4 3.7 3.7 1.0 2.7

70.8 49.4 46.2 32.1 31.4 33.6 19.4 31.2 31.0 20.6 5.0 15.5 9.5 13.8 5.9 5.4 3.9 1.1 3.4

52.1 40.1 29.3 25.5 22.5 21.3 22.3 25.9 6.2 12.4 11.4 5.0 7.2 8.2 5.9 5.5 3.9 1.3 3.5

64.8 48.3 40.5 32.1 30.8 32.0 29.3 32.4 37.2 20.2 4.8 15.9 10.0 16.6 4.7 5.4 5.4 0.7 2.9

19.7 36.0 4.8 11.2 27.6 33.6 11.9 23.5 14.0 2.5 17.6 4.2 6.0 3.1 5.2 4.8 1.7 0.9 5.3

栃木 190

その他

介護職員

生活相談員

13,613全  体

PT・OT・ST等

全　体 19,925

1,953

1,512

5,153

1,011

介護支援専門員

看護職員

1,391

400

342

訪問介護員 1,851

サービス提供責任者

施設系（入所型）

施設系（通所型）

回
答
数

7,574

2,229

訪問系

居宅介護支援

1,769居住系

6,017

1,611

485

回
答
数

278

2,040

504

栃木

PT・OT・ST等

その他

サービス提供責任者

介護職員

生活相談員

介護支援専門員

7,517

看護職員

全  体 19,925

訪問介護員

2,162

回
答
数

1,356

2,764

3,097

10



49.3 42.1 33.5 24.1 25.2 23.7 25.2 26.6 14.4 11.5 9.7 9.7 9.7 7.2 7.2 5.0 8.6 0.7 2.2栃木 278
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５　職場での取り組み

（１）職場での取り組み状況「行われているもの」

…「定期的な健康診断の実施」が77.3％（77.1％）
（％）

定
期
的
な
健
康
診
断
の
実
施

採
用
時
に
お
け
る
賃
金
・
勤
務
時
間
の
説

明 介
護
能
力
の
向
上
に
向
け
た
研
修

事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル

作
成
等
の
体
制
づ
く
り

勤
務
体
制
を
決
め
る
際
の
職
員
の
要
望
を

聞
く
機
会
の
設
定

実
務
の
中
で
、

上
司
や
先
輩
か
ら
指
導
や

助
言
を
受
け
る
機
会
の
設
定

働
き
方
や
仕
事
内
容
、

キ
ャ

リ
ア
に
つ
い

て
上
司
と
相
談
す
る
機
会
の
設
定

介
護
に
関
す
る
事
例
検
討
会
の
開
催

能
力
や
資
格
取
得
に
応
じ
て
賃
金
が
上
が

る
し
く
み

介
護
能
力
に
見
合
っ

た
仕
事
へ
の
配
置

介
護
能
力
を
適
切
に
評
価
す
る
し
く
み

事
業
所
の
相
談
援
助
体
制
の
設
定

キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
の
仕
組
み
の
整
備

福
祉
機
器
や
ロ
ボ
ッ

ト
の
導
入

そ
の
他

77.3 65.9 56.8 50.5 50.6 45.6 44.6 40.9 34.6 35.0 24.5 24.9 23.6 12.9 0.6

78.1 66.4 57.0 51.4 51.3 46.3 45.5 41.1 36.2 35.6 25.3 25.6 24.8 13.7 0.6

76.3 66.3 56.8 48.8 49.7 44.8 42.9 40.8 31.1 34.3 22.8 23.5 20.9 10.9 0.6

79.1 68.0 60.8 54.0 50.0 46.4 50.4 48.6 33.1 36.7 28.1 30.6 25.2 17.3 1.1

（２）働く上での悩み、不安、不満等の解消「役立っているもの」

…「定期的な健康診断の実施」が43.2％（44.4％）
（％）

定
期
的
な
健
康
診
断
の
実
施

介
護
能
力
の
向
上
に
向
け
た
研
修

実
務
の
中
で
、

上
司
や
先
輩
か
ら
指
導
や

助
言
を
受
け
る
機
会
の
設
定

勤
務
体
制
を
決
め
る
際
の
職
員
の
要
望
を

聞
く
機
会
の
設
定

介
護
に
関
す
る
事
例
検
討
会
の
開
催

事
故
や
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル

作
成
等
の
体
制
づ
く
り

採
用
時
に
お
け
る
賃
金
・
勤
務
時
間
の
説

明 働
き
方
や
仕
事
内
容
、

キ
ャ

リ
ア
に
つ
い

て
上
司
と
相
談
す
る
機
会
の
設
定

介
護
能
力
に
見
合
っ

た
仕
事
へ
の
配
置

能
力
や
資
格
取
得
に
応
じ
て
賃
金
が
上
が

る
し
く
み

事
業
所
の
相
談
援
助
体
制
の
設
定

介
護
能
力
を
適
切
に
評
価
す
る
し
く
み

キ
ャ

リ
ア
ア
ッ

プ
の
仕
組
み
の
整
備

福
祉
機
器
や
ロ
ボ
ッ

ト
の
導
入

役
立
っ

て
い
る
も
の
は
な
い

そ
の
他

43.2 32.8 25.5 25.2 22.7 23.3 22.9 21.6 15.1 15.0 10.6 9.5 9.0 6.9 2.8 0.3

43.9 32.8 25.9 25.4 22.9 23.7 23.1 22.2 15.4 15.8 11.0 9.8 9.5 7.4 2.9 0.3

42.3 33.0 25.3 25.3 22.5 22.6 22.8 20.6 14.7 12.9 10.1 8.8 8.0 5.7 2.7 0.3

46.8 35.6 26.3 22.3 27.3 25.2 21.2 22.3 15.8 13.7 12.6 10.1 10.4 7.9 2.2 0.4

６　研修について

（１）採用時研修の受講有無と、安全衛生研修、身体拘束研修の受講有無

（％）

47.1 49.5

47.7 49.3

45.5 50.5

50.0 45.3

有期雇用職員

無期雇用職員

全体

身体拘束研修の
受講有無

安全衛生研修の
受講有無

…「採用時研修を受けた」が47.1％（46.4％）
     そのうち、「安全衛生研修を受けた」が71.0％（71.6％）、「身体拘束研修を受けた」が59.4％(59.2％）

23.023.0

24.8 31.2

29.5

29.9

74.8

70.7

71.2 25.3

64.0

58.7

59.7

71.0 59.425.2

5,198

278

回
答
労
働
者
数

19,925

14,306

栃木

回
答
労
働
者
数

無期雇用職員

有期雇用職員

全体

栃木

14,306

278

回
答
労
働
者
数

19,925

5,198

受
け
た

受
け
な
い

受
け
た

受
け
な
い

278

19,925

14,306

5,198

全体

無期雇用職員

有期雇用職員

栃木

採
用
時
研
修
を
受
け
た

採
用
時
研
修
を
受
け
な
い
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（２）今の職場で受けた研修

…「衛生管理（感染症・食中毒予防等）に関する研修」が　62.2％（62.7％）　
（％）

衛
生
管
理

（
感
染
症
・
食
中
毒
予
防

等

）
に
関
す
る
研
修

高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
研
修

緊
急
時
の
対
応
に
関
す
る
研
修

事
故
防
止
・
発
生
時
の
対
応
に
関
す
る

研
修

身
体
拘
束
に
関
す
る
研
修

非
常
災
害
対
策
に
関
す
る
研
修

秘
密
保
持
に
関
す
る
研
修

苦
情
処
理
に
関
す
る
研
修

看
取
り
に
関
す
る
研
修

い
ず
れ
も
な
い

62.2 61.3 58.3 57.5 54.8 48.3 45.2 34.8 30.5 11.1

62.9 62.3 59.0 58.5 56.0 49.7 46.3 36.1 31.7 10.6

60.9 58.8 56.6 55.0 51.7 44.9 42.6 31.7 27.2 12.6

63.7 60.8 55.8 57.2 54.3 42.4 36.3 32.4 29.1 11.5

7　介護関係の仕事をやめた理由（複数回答）　

･･･「職場の人間関係に問題があったため」が25.3％（23.9％）
（％）

職
場
の
人
間
関
係
に
問
題
が
あ
っ

た
た
め

結
婚
・
妊
娠
・
出
産
・
育
児
の
た
め

法
人
や
施
設
・
事
業
所
の
理
念
や
運
営
の
あ
り

方
に
不
満
が
あ
っ

た
た
め

他
に
良
い
仕
事
・
職
場
が
あ
っ

た
た
め

収
入
が
少
な
か
っ

た
た
め

自
分
の
将
来
の
見
込
み
が
立
た
な
か
っ

た
た
め

新
し
い
資
格
を
取
っ

た
か
ら

人
員
整
理
・
勧
奨
退
職
・
法
人
解
散
・
事
業
不

振
等
の
た
め

自
分
に
向
か
な
い
仕
事
だ
っ

た
た
め

家
族
の
介
護
・
看
護
の
た
め

病
気
・
高
齢
の
た
め

家
族
の
転
職
・
転
勤
、

又
は
事
業
所
の
移
転
の

た
め

定
年
・
雇
用
契
約
の
満
了
の
た
め

そ
の
他

25.3 13.3 19.1 17.6 17.1 14.8 7.6 6.9 6.8 3.9 3.6 2.9 2.7 13.6

26.7 11.8 20.6 18.6 18.2 16.2 8.2 6.8 6.9 3.6 3.2 2.7 2.2 13.7

21.9 17.3 15.6 15.3 14.2 11.1 6.4 7.4 6.4 4.9 4.3 3.4 3.9 12.9

25.4 14.1 23.9 19.7 18.3 19.7 8.5 11.3 8.5 1.4 2.8 1.4      - 15.571栃木

3,549

1,238

無期雇用職員

全　体

栃木 278

回
答
数

4,885

19,925

14,306

5,198

回
答
労
働
者
数

有期雇用職員

無期雇用職員

全体

有期雇用職員
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Ⅰ　調査の概要

１　調査対象

（１）　「事業所における介護労働実態調査」は、全国の介護保険サービス事業を実施する事業所のうちから

無作為抽出（18,000事業所）してアンケート調査を実施した。

うち有効調査事業所数17,011事業所で有効回答のあったのは8,809事業所であった。

有効回答率51.8％（52.7％）

（２）　「介護労働者の就業実態と就業意識調査」は、上記の事業所の中から一事業所あたり介護にかかわる

労働者3名を上限に、無作為に選出した54,000人に対し調査票を配布して、アンケート調査を実施した。

うち有効対象労働者数51,033人で有効回答のあったのは19,925人であった。有効回答率39.0％（42.1％）

２　調査対象期日

原則として令和3年10月1日現在とした。

３　調査実施期間

令和3年10月1日～10月31日

「事業所における介護労働実態調査」と「介護労働者の就業実態と就業意識調査」を同時に実施した。

　　

４　調査の方法

・「事業所調査」：上記１（１）の事業所に対し、調査票を郵送にて配付し、郵送またはEメールにより回収した。

　　調査実施期間終了後、回答のない事業所に対し、提出確認のはがきを2回送付した。

・「労働者調査」：上記事業所に労働者調査票3通を同送し、介護サービスの種類により指定した職種の者

　　3名を選んでもらい、調査への協力を依頼した。なお、1事業所の割り当てが3名のみなので、主たる職種

　　を指定しており、就業形態が偏る場合は、就業形態の指定をしている。

　　回収については、回答者から直接、郵送にて回収した。

５　調査研究体制

【令和3年度介護労働実働調査検討委員会】　　（※委員所属は令和4年3月末現在）

座長 佐藤 博樹 中央大学ビジネススクール大学院　戦略経営研究科　教授

大木 栄一 玉川大学　経営学部　国際経営学科　教授

坂爪 洋美 法政大学　キャリアデザイン学部　教授

松下 洋三 一般社団法人　全国介護事業者協議会　理事

菅野 雅子 茨城キリスト教大学　経営学部　講師

高野 龍昭 東洋大学　ライフデザイン学部　生活支援学科　准教授

小野　晃 公益財団法人　介護労働安定センター　理事長

【令和3年度介護労働実働調査諮問委員会】　　（※委員所属は令和4年3月末現在）

座長 佐藤 博樹 中央大学ビジネススクール大学院　戦略経営研究科　教授

林　翔麿 一般社団法人　全国介護事業者協議会　理事

太田 二郎 公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

　　　介護人材対策委員会　委員長

三根 浩一郎 公益社団法人　全国老人保健施設協会　副会長

奥谷 直澄 一般社団法人　全国介護付きホーム協会　監事

小林 由憲　　　 一般社団法人　日本在宅介護協会　理事

田中 雅子 公益社団法人　日本介護福祉士会　元名誉会長
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Ⅱ　本調査における用語の定義等

１　調査で使用された主な用語の定義

（１）　就業形態について

①「無期雇用職員」とは、本調査では、労働時間にかかわらず雇用期間の定めがない者をいう。

②「有期雇用職員」とは、本調査では、無期雇用職員以外の労働者をいう。(派遣労働者、委託業務従事者を除く）

（２）　職種について

訪問介護員とは、介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪問して家事などの

生活援助、入浴などの身体介護を行う者をいう。

介護職員とは、訪問介護以外の介護保険法の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者をいう。

（３）　介護保険サービス系型区分について

本調査では、主な介護サービスの種類を下記の介護保険サービス系型に区分した。

・訪問系　　　・施設系（入所型）　　　・施設系（通所型）　　　・居住系　　　・居宅介護支援　　　・その他

※詳細については、各報告書の「主な用語の定義」を参照されたい。

（４）　採用率、離職率は下記の式による。

(注 1) 2021年度とは、2020年10月1日から2021年9月30日までをいう。
(注 2) 在籍者数：採用者数・離職者数について回答のあった事業所の在籍者数 

（５）　その他の用語の定義については、各報告書の「主な用語の定義」を参照されたい。

　　　　当センターでは、介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりをめざして、雇用管理の改善、

　　　　能力の開発・向上などを通じて介護労働に対するさまざまな支援事業を実施しています。

１年間の採用率

１年間の離職率

１年間の増加率

× 100

× 100

× 100
2021年度（採用者数－離職者数）（注1）

2020年9月30日の在籍者数（注2）

2021年度採用者数（注1）

2020年9月30日の在籍者数（注2）

2021年度離職者数（注1）

2020年9月30日の在籍者数（注2）

＝

＝

＝

　　　　に関する法律」にもとづく指定法人として指定された公益法人です。

　　《（公財）介護労働安定センターの概要》

　　　　公益財団法人介護労働安定センターは、介護労働の総合的支援機関として平成４年４月

　　　　に設立され、同年７月に労働大臣(現厚生労働大臣)から「介護労働者の雇用管理の改善等
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